
～公民館を地域づくり活動センターへ～

小規模多機能自治
活動拠点整備事業

まちづくり推進課

資料５
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小規模ながらも

様々な機能を持った

住民自治の仕組み

＝概ね(旧)小学校区域
（顔のわかる生活圏）

＝多様な主体が分野を横断

＝住民主体の参画・協働に
よる地域課題解決型の自治

小規模多機能自治とは
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小規模多
機能自治
は令和４年から始まるの？
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いいえ。
西予市では小規模
多機能自治は既に
推進されています。
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平成２３年度から

地域発「せいよ地域づくり」事業より

小規模多機能自治を推進されてきました。

※（旧）地域づくり交付金事業
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地域発「せいよ地域づくり」事業とは

２７の小学校区エリアで地域づくり組織
により地域課題解決型の住民自治が行
われています。

小規模多機能自治
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地域発「せいよ地域づくり」事業とは

『自分たちの地域を、自分たちの手で』を基本理念とし、こ
れまで予め使い道が決められた補助金から自由に活用でき
る交付金へと移行し、地域づくり組織へ交付金を交付し、地
域課題解決における活動の支援を行っています。

補助金 交付金
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地域づくり交付金事業から見え
てきたこと

①主体性のある取り組みが地域
活性化の原動力であること

②活動の多くが公民館を拠点
として機能していること
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なぜ小規模多機能自治が求められるのか

人口推計から見る急激な人口減少

2004 2019 2025 2030 2035 2040

37,248
33,697

30,284
27,173 24,436

47,034
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なぜ小規模多機能自治が求められるのか

【周辺部】
集落活動や暮らし
の利便性に不安
担い手不足により
自治活動が維持
できない

【中心部】
人と人の繋がりが
希薄化
自治活動の脆弱

【地域住民は】
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なぜ小規模多機能自治が求められるのか

【行政は】

税収減による財源不足

きめ細やかな行政サービスの

維持が困難
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急激な人口減少に歯止めは
かからない

なぜ小規模多機能自治が求められるのか
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人口減少を受け入れる

人口減少対策

小規模多機能自治＝
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地域が主体性をもって、地域課題に取り組むこ
とのできる基盤づくりが必要になってくる

市はそれを支援する体制づくりが必要になって
くる

市 民 行 政協働
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そこで
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公民館を地域づくり活動センターへ



公民館とは

地域づくり活動の拠点となっている公民館とは

●公民館は社会教育法に基づき設置された施設 → 教育施設
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公民館の現況

「公民館」の枠では納まらない地域活動が増加している。

生涯学習を推進する活動よりも地域づくり活動に関する

ことが多い状況である。
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公民館主事は

◆地域係、地域担当職員がいながら公民館主事が地域づくりを主導してい
る地区もある。

◆地域づくりに関する出張も多くなっている。

◆行政サービスの拡充に伴い、公民館がその役割を担うこととになり事務
量が増加している。

◆地域住民は、身近な公民館主事になんでも相談する傾向にある。
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公民館の枠にとらわれない

現況に適合している仕組みが必要
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それなら



小規模多機能自治活動拠点整
備事業とは

「生涯学習の拠点」

公民館
「地域づくり・まちづくりの拠点」

地域づくり
活動センター
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教育部局 市長部局



つまり

地域づくり活動 (地域づくり組織) をより支援する環境の整備

地域を現場で支える体制づくり
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今までの公民館活動の社会教育・生涯学習の場に「地
域づくり・まちづくりの拠点」としての役割が加わり、
交流・にぎわいづくりによる収益事業なども可能となる
など、活動の幅や利用する自由度が広がり、充実した地
域独自の特色ある活動が可能になる施設です。

これまでの公民館活動はどうなるの

社会教育
生涯学習

地域づくり
地域福祉
地域防災
行政相談窓口
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センター化することで
何がかわるのか 地域づくり活動セ ン タ ー

公 民 館

館 長

公民館主事

嘱託職員

センター長

一般行政職員

嘱託職員

地域任用職員

地域づくり事務局
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センター化することで何がかわるのか
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●事務局はいるが、仕事や子育てがあり

専任できない・・・

●事務局が不在

会長が・・・

公民館主事が・・・

地域担当職員が・・・

地域づくり組織の事務局の現状

専従できる事務局を
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地域任用職員の財源は

基礎型交付金

給与分

基礎型交付金に上乗せし、地域づくり組織
で雇用する仕組み。(人事権は地域にある)
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センター化することで何がかわるのか

どこに・誰に
相談すればいいの？

地域の困りごとは
センター行けばいいのね
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センター化することで何がかわるのか

ＩＣＴを活用した環境を整備

センターと本庁を直接結ぶ仕組みづくり

時間を有効に活用し、地域課題にスピーディーに向きあうことができる
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センター化することで何がかわるのか

営利活動が可能

地域づくり活動センターになることで施設内での営利を目的とした活動の制約も解か
れ、地域が抱える課題解決に向けたコミュニティビジネスの展開も可能になる

【事例】
地区内に唯一あった
商店が閉店したことか
ら、センター内に地域
で運営するマーケッ
ト」をオープン。

32



33

地域に求められる地域づくり活動センターへ

小規模多機能自治活動が推進される住民自

治の活動拠点となるよう、委員の皆様のご意

見を頂き計画の骨子を作り上げます。


